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｢前文｣の県内他市の条文比較

燕市の素案

の構成
【新潟市】 【上越市】 【新発田市】 【柏崎市】 【妙高市】

前 文

市の特徴 信濃、阿賀野の流れが日本海に注ぎ、ゆ

ったりと広がる田園や里山、水辺に水鳥た

ちが舞い、夕日の美しいまち、新潟。

恵まれた自然や環境に加え、高い拠点性

と都市機能を併せ持ち、世界に開かれた開

港五港の一つ、新潟。これが、私たちの暮

らしているまち。

私たちは、先人たちが編んだ歴史に大き

な誇りを感じています。この地では農民自

らが開田を主導し、みなとでは町人自らが

まちを経営してきました。

自主と自治の精神から多様な文化と風土

が育まれ、個性的な地域の発展を成し遂げ

てきました。これが、私たちの築いてきた

まち、新潟。

上越地域は、日本海と頸城の山々や大地

がもたらす四季折々の恵みを受け、細やか

な人の心と文化をはぐくみながら、多様な

歴史を刻み、栄えてきました。

私たちが暮らす柏崎市は、三階節で謳（う

た）われた米山と、黒姫山、八石山の刈羽

三山に囲まれ、一方日本海に面した海岸線

は、変化に富む福浦八景や砂丘地が続く、

海と山の自然に恵まれた美しく豊かな地域

です。

この自然の恵みと、歴史に育（はぐく）

まれた伝統文化は、市民の生活に潤いと心

の安らぎを与え、先人の英知と努力はその

時代にふさわしい産業を興し、地域の生活

基盤を築いてきました。

エネルギー産業都市、人を育てる学園都

市、私たちは今、その発展したにぎわいの

まちに住んでいます。

私たちの妙高市は、秀峰妙高山の麓に広

がる豊かな自然環境の中で、全ての生命が

輝くまちです。

先人は、妙高連峰の大いなる自然の恵み

に畏敬の念を持ちながら、それぞれの時代

背景を要因とした幾多の困難を乗り越え、

脈々と生命を育んできました。

条例制定の背景 私たちは、今、本州日本海側で初の政令

指定都市新潟を船出させました。田園とみ

なとまちが恵み合い、世界の人々と英知が

集まる交流都市を目指して、私たちの航海

は、たゆみなく続きます。

私たちは、世界との交流を深め、互いの

価値を認め合いながら、多様な文化と知恵

を導き入れ、地域と世界にとって有為の人

材を育てます。日本海の平和に貢献し、一

人ひとりの人権が大切にされる、新潟。こ

れが、私たちの目指しているまち。

私たちは、先人から受け継いだ自主と自

立の精神風土をいかし、新潟の地から地域

主権の流れを大きくして、国、県と相互協

力の関係を築きます。その土台の上で、地

域の歴史と文化をいかした、個性的な、真

に自立度の高いまちづくりを進めます。こ

れが、私たちの誇りとなるまち、新潟。

私たちは、地域のことは自らが考え、自

らが行動するという、分権型の政令指定都

市をつくります。そこでは、市民が主体的

にまちづくりに参画し、共助と協働の輪を

広げて、安心して暮らせる社会、持続可能

な市民自治の仕組みを自らの力でつくり上

げていきます。これが、私たちのつくり出

すまち、新潟。

こうした中、少子化・高齢化の急速な進

展や地方分権時代の到来などは、私たちに

最も身近な自治体と、そこでの自治の在り

方を今一度考えさせる契機となりました。

私たちは、地方分権時代の幕開けを地域

が新たに飛躍する機会ととらえて、「豊か

さ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう

自主自立のまちづくり」という基本理念の

下、平成 17 年１月１日、新しい上越市を

出発させました。

２１世紀に入り、自治体がその本来の機

能を発揮し得る地方分権の時代を迎え、こ

れまで以上に、市民と市が相互の信頼関係

を醸成し、それぞれの果たすべき役割と責

任を自覚し、相互に補完し、協力し合いな

がらまちづくりを進めていくことが重要と

なってきています。

新たな分権型社会を迎えるに当たって、

私たち柏崎市民は、この地の自然と歴史を

踏まえつつ、さらなる自治の精神を発揮し

て、個性豊かで活力に満ちた地域社会をつ

くりあげていくことが求められています。

21 世紀を迎えた今日、私たちは、先人

が守ってきた自然、積み重ねてきた歴史、

培ってきた文化などの財産を次の世代に引

継ぐために、責任を持って自治に取り組ん

でいかなければなりません。

目指すまちの姿 新しい上越市のまちづくりにおいて、私

たちは、この地域の人々が築き上げてきた

歴史や文化、海・山・大地の恵まれた自然

などの多様な地域資源を大切にし、「共生」

の考え方により人と人、地域と地域が互い

に支えあいながら、自らの手でまちをつく

り上げ、次の世代に引き継いでいかなけれ

ばなりません。

今後も更なる情報の共有化を図るととも

に、相互の補完、協力関係を進展させるこ

とによって協働の精神を培い、個性豊かで

明るく活力に満ちた地域社会を形成し、互

いに喜びを分かち合えるような「愛せるま

ち・誇れるまち・ふるさと新発田の創造」

を基本とした共創によるまちづくりの実現

を目指し、発展していかなければなりませ

ん。

資料３
燕市まちづくり基本条例市民検討会議
第14回 平成22年8月7日 吉田公民館
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その実現のために かつてないまちをつくるため、私たちは、

培われてきた地域の絆を大切にし、市全体

の一体感を保ちながら、地域の独自性や地

域コミュニティの自立性を尊重した自治を

推進し、それぞれの役割を果たします。

そのためには、私たち一人ひとりが、人

と郷土を愛する心をより一層はぐくんでい

くとともに、まちづくりの主体として、身

近なところから市政運営に参画し、協働に

よるまちづくりを進めていくことが何より

も必要となります。

私たちは、自ら主体的に発言し、提案し、

行動することが、まちづくりを推進するに

当たっての強力な原動力になるものと自覚

します。

そのためには、自らの責任において主体

的に自己決定を行い、自治の主役として積

極的に行政に参加することで、市民と市が

相互に補完しつつ、協働してよりよいまち

づくりを推進していくことが必要です。

そのためには、市民が自らの意思と責任

において自己決定を行い、自治の主人公と

して積極的に自治を推進するとともに、市

民と市が英知を結集し、相互に補い協力し

ていくことが不可欠です。

地方分権の着実な進展や市町村合併によ

る妙高市の誕生を背景として、協働による

自治の推進がますます重要となる中、私た

ちは、将来にわたり共有すべき考え方や、

真に市民が主体となる自治を実現していく

ための仕組みを自ら定めることが必要とな

っています。

目的・決意 このような考えの下、市民自治の基本と

なる条例として、ここに新潟市自治基本条

例を制定します。私たちの愛するまち、新

潟を、未来へとつなげていくために。

私たちは、今ここに、自治の主体として

の権利と責務を改めて認識し、自主自立の

まちづくりに取り組むことを決意して、自

治の最高規範となるこの条例を制定します。

そこで、新しいまちづくりを行うために

「参画」と「協働」を基本とし、市民と市

が対等の立場で意見を交わし合いながら、

市政運営に市民の意向を的確に反映できる

仕組みをより一層充実させていくため、こ

の条例を制定します。

ここに、私たちは、柏崎市のまちづくり

を方向づける基本原則を掲げ、市民と市そ

れぞれの役割と責任を明らかにするため、

柏崎市の最高規範として、この条例を定め

ます。

ここに自治の基本理念を共有し、「妙高

市」の更なる発展を目指して自治基本条例

を制定します。


